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２０１９年９月１３日    

 

 

 

フコクしんらい生命保険株式会社（本社：東京都新宿区西新宿８-１７-１、社長：櫻井 健司）は、 

２０１９年１０月２日より、「認知症予防からのそなえ」軽度介護保障特約を発売いたします。 

認知症は、多くの人にとって誰もがなりうる身近なものとなっており、認知症の人の増加への取組みが

大きな課題となっています。 

そうした中、「共生＊1」と「予防＊2」を両輪とする「認知症施策推進大綱」が、２０１９年６月１８日に

関係閣僚会議で決定されました。 

今回発売する「軽度介護保障特約」は、健康状態に関わらず２年ごとにお支払いする「予防・治療給付

金」を有しており、認知症や要介護状態に対する予防対策としてご活用いただけます。 

また、健常者と認知症の方との中間の状態である軽度認知障害（MCI）での給付（認知障害給付金）や、

生命保険業界初となる、公的介護保険制度の要介護認定において最も軽い要支援１または２の認定での給

付（要支援給付金）を有しており、早期発見や早期治療に向けた行動を後押しします。 

さらに、認知症に対しては「予防→軽度認知障害（MCI）→認知症の発症」の段階ごとに、要介護状態に

対しては「予防→要支援１・２→要介護１→要介護２以上に認定」の段階ごとに給付を有する充実した保

障を備えているため、住み慣れた地域の中で自分らしく暮らし続けることの一助としてお役立ていただけ

ます。＊3 

当社では今後とも、お客さまにご理解いただきやすく、安心してご加入いただける商品の提供に努めて

まいります。 

＊1：認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きる、という意味 

＊2：「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味 

＊3：本特約と同時付加となる「介護保障定期保険特約」の保障内容を含みます。 

＜軽度介護保障特約の主な特徴＞ 

①契約後２年ごとに、予防・治療給付金(※)をお支払いします。 

②はじめて認知障害（認知症または軽度認知障害（MCI））と診断確定されたとき、認知障害給付金 

（特約基準金額の５％）をお支払いします。 

③要支援１または２と認定されたとき、要支援給付金（特約基準金額の 20％）をお支払いします。 

（要支援１段階でのお支払いは生命保険業界初（2019年 8月当社調べ）） 

④要介護１以上と認定されたとき、所定の要介護状態または所定の高度障害状態に該当されたとき、 

軽度介護給付金をお支払いします。（ただし、要支援給付金支払後は特約基準金額の 80％） 

※「予防・治療給付金」は、「生存給付金」の愛称です。 

「認知症予防からのそなえ」軽度介護保障特約の販売開始について  
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１．開発背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

認知症や要介護の状態に合わせて段階的に給付可能な商品を開発 

認知症は増加傾向にあり要介護認定の原因の第１位にある病気です 

軽度認知障害（ＭＣＩ）を予防・早期発見することが大切です 

軽度認知障害から要介護２認定まで最大５段階の保障あり！ 
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２．軽度介護保障特約の商品内容 

（１）仕組み図 

 

 

（２）保障内容 

お支払する 

給付金 
お支払額 お支払する場合 

認知障害給付金 特約基準金額

の５％ 

被保険者が責任開始期からその日を含めて 90 日を経過した日

の翌日以後、特約保険期間中に、初めて所定の認知障害と診断

確定されたとき 

要支援給付金 特約基準金額

の 20％ 

被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特

約保険期間中に、公的介護保険制度に基づく要支援１または要

支援２に該当していると認定されたとき 
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（※）予防・治療給付金は、当社所定の利率による利息をつけて自動的にすえ置きます。 

 

（３）取扱条件 

 

   

お支払する 

給付金 
お支払額 お支払する場合 

軽度介護給付金 特約基準金額

の 100％ 

（ただし、要

支援給付金の

支払後は、特

約基準金額の

80％） 

被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、特

約保険期間中に、つぎのいずれかの事由に該当したとき 

(1) 公的介護保険制度に基づく要介護１以上に該当していると

認定されたとき 

(2) つぎのいずれかに該当したことが、医師によって診断確定

されたとき 

①所定の認知症による要介護状態に該当し、その要介護状態

が、該当した日から起算して継続して 90日あること 

②所定の日常生活動作における要介護状態に該当し、 

その要介護状態が、該当した日から起算して継続して 

180日あること 

③所定の高度障害状態になられたとき 

予防・治療給付金 

※ 

生存給付金額 被保険者がつぎの時に生存しているとき 

(1) 特約保険期間中に到来する２年ごとの年単位の契約応 

当日の前日の満了時 

(2) 特約保険期間の満了時 

項目 金融機関代理店 金融機関代理店以外の代理店 

本特約を付加で

きる主契約 

定期保険 

解約返戻金抑制型医療保険 

定期保険 

解約返戻金抑制型医療保険 

低解約返戻金型収入保障保険 

特約保険期間・ 

保険料払込期間 

１０、２０、３０年（満期時年齢８５歳

以下） 

年満了：５、１０、１５、２０、２５、 

３０年（満期時年齢８５歳以下） 

歳満了：５５、６０、６５、７０、 

７５、８０、８５歳（５年以上４０年以

下） 

契約年齢 ２０～７０歳 

特約基準金額の 

範囲 

定期保険：１００万円のみ 

解約返戻金抑制型医療保険：５０万円

のみ 

５０～３００万円 

（１０万円単位） 

※当社契約の軽度介護保障特約の特約基準金額を通算して３００万円を限度と

します。 

生存給付金額の

範囲 

特約締結時に１、３、５万円より選択 

保険料払込方法 

（回数） 

月払、年払 月払、半年払、年払 

※主契約の保険料払込方法（回数）と同一とします。 

その他 「介護保障定期保険特約」の付加が必要となります。 
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（４）お客さま向けサービス 

 
 

 軽度介護保障特約を付加いただいた契約者さま・被保険者さまには、認知症予防に向けて継続的に脳を

鍛えるサービスをご提供いたします。株式会社 NeUの川島隆太博士（兼東北大学教授）」が開発した、認知

機能の維持・向上を目ざす脳トレサービス（スマホアプリおよび脳トレドリル）をご契約日から２年間無

償でご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・このご案内は、２０１９年１０月現在のものであり、予告なく変更・終了する場合がありますので、あらかじめご了承 

ください。 

 

 この資料は２０１９年１０月２日より発売する商品の概要を説明したものであり、ご契約

にかかるすべての事項を記載したものではありません。ご検討にあたっては専用のパンフ

レット、「保険設計書（契約概要）」および「契約締結前交付書面（ご契約の概要・注意喚

起情報）」など当社所定の資料を必ずお読みください。また、ご契約の際には「ご契約のし

おり・約款」を必ずお読みください。 

脳トレドリル 

 

脳トレアプリ 

 

フコクしんらい生命版 


